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業
務
面
で
は
、
建
設
専
門
官

が
組
織
細
則
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
一
方
専
門
調
査
官
は
訓

令
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、

両
者
の
業
務
を
分
け
る
こ
と
は

困
難
な
状
況
で
す
。

四
○
歳
代
後
半
係
長
の
処
遇

早
期
に
改
善
図
り
、
底
上
げ
を

こ
こ
数
年
、
専
門
官
の
設
置

は
ゼ
ロ
、
専
門
職
、
専
門
官
の

廃
止
に
よ
り
課
長
補
佐
級
ポ
ス

ト
が
削
減
さ
れ
続
け
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
事
務
所
で
は
、

四
〇
歳
代
後
半
で
も
係
長
で
三

級
の
処
遇
に
あ
り
、
専
門
官
等

の
四
級
ポ
ス
ト
は
不
足
し
て
い

ま
す
。
局
長
は
「
全
体
の
処
遇

の
改
善
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

四
〇
歳
代
後
半
の
三
級
職
員
の

処
遇
改
善
は
急
務
で
す
。

人
事
任
用
の
方
針
を
改
め
、

ベ
テ
ラ
ン
職
員
の
登
用
拡
大
を

図
ら
な
け
れ
ば
、
処
遇
改
善
ど

こ
ろ
か
後
退
と
な
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。

Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
推
進
の
た
め
の
専
門
員
？

再
任
用
職
員
の
処
遇
改
善
の

観
点
で
は
、
「
（
高
齢
者
活
用
及

び
）
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
推
進
の
た
め
の

専
門
員
」
が
こ
こ
数
年
設
置
・

拡
大
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
評
価

で
き
ま
す
が
、
三
級
ポ
ス
ト
で

あ
り
、
格
付
け
は
不
十
分
で
す
。

ま
た
、
今
後
具
体
化
さ
れ
る

定
年
延
長
職
員
と
の
格
差
解
消

の
面
か
ら
も
上
位
級
で
の
ポ
ス

ト
の
設
置
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

今
年
の
人
事
か
ら
フ
ル
タ
イ

ム
任
用
が
二
年
目
と
な
る
職
員

も
在
職
し
て
お
り
、
新
た
に
フ

ル
タ
イ
ム
と
な
れ
る
職
員
は
限

ら
れ
て
い
ま
す
。

希
望
者
全
員
が
フ
ル
タ
イ
ム

で
ま
と
も
な
賃
金
水
準
と
な
る

よ
う
ポ
ス
ト
確
保
は
急
務
で
す

し
、
係
長
の
空
ポ
ス
ト
解
消
に

も
再
任
用
職
員
の
フ
ル
タ
イ
ム

任
用
の
実
現
が
重
要
で
す
。

る
た
め
規
模
は
大
き
く
な
っ
て

お
り
、
事
務
所
ポ
ス
ト
を
増
や

す
た
め
そ
の
財
源
を
局
建
設
専

門
官
の
廃
止
で
ま
か
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
新
事
務
所

は
、
複
数
ダ
ム
の
管
理
と
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
副
所
長
ポ

ス
ト
の
設
置
は
無
く
、
業
務
執

行
体
制
に
疑
問
が
湧
く
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

建
設
専
門
官
と
専
門
調
査
官

業
務
上
の
仕
分
け
は
困
難

前
年
か
ら
設
置
が
始
ま
っ
た

専
門
調
査
官
で
す
が
、
こ
れ
ま

で
「
青
年
の
山
」
対
策
と
し
て

設
置
さ
れ
た
専
門
員
か
ら
専
門

官
に
引
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
専

門
調
査
官
へ
の
流
れ
が
つ
く
ら

れ
た
模
様
で
す
。
今
回
の
改
定

で
は
、
専
門
職
は
建
設
専
門
官

等
に
専
門
官
は
専
門
調
査
官
に

切
上
げ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
ま

す
。

課
長
級
へ
切
り
上
げ
る
も
の
の

ポ
ス
ト
切
上
げ
規
模
は
鈍
化

整
備
局
（
旧
建
設
）
で
は
、

ポ
ス
ト
の
設
置
が
四
四
（
前
年

三
九
）
、
廃
止
が
三
九
（
同
三

五
）
（
共
に
専
門
職
・
専
門
員

等
含
む
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

事
務
所
補
佐
級
ポ
ス
ト
の
建
設

専
門
官(

課
長
級)

等
へ
の
切
上

げ
が
一
二
（
前
年
二
一
）
と
な

っ
て
お
り
、
引
き
続
き
処
遇
改

善
に
向
け
た
改
訂
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
動
き
は
鈍
化
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
道
路
系
で

は
現
役
層
の
ポ
ス
ト
数
が
一
減

少
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の
組
合
の
指
摘
も
あ

り
、
用
地
官
・
監
督
官
の
廃
止

は
止
ま
り
ま
し
た
。

今
回
、
河
川
系
で
は
丸
山
ダ

ム
管
理
所
・
根
尾
川
出
張
所
が

廃
止
さ
れ
、
木
曽
川
水
系
ダ
ム

統
合
管
理
事
務
所
が
設
置
さ
れ

中
部
地
方
整
備
局
は
一
二
月
二
一
日
、
来
年
度
の
組
織
内
示

結
果
を
発
表
し
ま
し
た
。
大
き
な
改
廃
は
、
丸
山
ダ
ム
管
理
所
、

根
尾
川
出
張
所
が
廃
止
さ
れ
木
曽
川
水
系
ダ
ム
統
合
管
理
事
務

所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
道
路
系
で
は
大
き
な
改
廃
は
無

く
、
課
長
補
佐
級
（
専
門
職
・
専
門
官
）
か
ら
課
長
級
（
建
設

専
門
官
、
専
門
調
査
官
）
へ
の
切
上
げ
が
進
ん
で
い
ま
す
。



所属 名称 職階 所属 名称 職階

企画部 機械施工管理官 局課 企画部 建設情報・施工高度化技術調整局課 －
企画部　広域計画課 幹線道路調査係 局係 企画部　技術管理諜 建設情報技術係 局係 －
建政部　計画管理課 課長補佐 局補 建政部 不動産業適正化推進官 局課 Ｕ
建政部　建設産業課 課長補佐 局補 建政部　建設産業課 特定転貸率業適正化係 局係 Ｄ
河川部 建設専門官（事務） 局補 河川部　水災害対策センター 中小河川水防係 局係 Ｄ
河川部 建設専門官（技術） 局補 廃
道路部　交通対策課 交通対策係 局係 道路部　交通対策課 交通対策・自転車活用推進係局係 －

木曽川上流 河川環境課 事課 木曽川上流河川 事業対策官 事課 －
木曽川上流　管理課 低水管理係 事係 木曽川上流河川　調査課 低水計画係 事係 －
新丸山ﾀﾞﾑ工事　用地課 専門官（事務） 事補 新丸山ﾀﾞﾑ工事 建設専門官（事務） 事課 Ｕ
丸山ﾀﾞﾑ管理 事長 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理 事長 －

木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理 総務課 事課 新
丸山ﾀﾞﾑ管理 総務係 事係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　総務課 総務係 事係 －

木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理 管理課 事課 新
管理係 事係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　管理課 管理係 事係 －
電気通信係 事係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　管理課 電気通信係 事係 －

木曽川上流　管理課 管理第二係 事係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　管理課 維持係 事係 －
木曽川上流 根尾川出張所 出長 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　 丸山ﾀﾞﾑ管理支所 出長 －
木曽川上流　根尾川出張所 管理第一係 出係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　丸山ﾀﾞﾑ管理支管理第一係 出係 －
木曽川上流　根尾川出張所 管理第二係 出係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　丸山ﾀﾞﾑ管理支管理第二係 出係 －
木曽川上流 横山ﾀﾞﾑ管理支所 出長 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　 横山ﾀﾞﾑ管理支所 出長 －
木曽川上流　横山ﾀﾞﾑ管理支所 管理第一係 出係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　横山ﾀﾞﾑ管理支管理第一係 出係 －
木曽川上流　横山ﾀﾞﾑ管理支所 管理第二係 出係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　横山ﾀﾞﾑ管理支管理第二係 出係 －
木曽川上流　横山ﾀﾞﾑ管理支所 管理第三係 出係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　横山ﾀﾞﾑ管理支管理第三係 出係 －
木曽川上流　横山ﾀﾞﾑ管理支所 管理第四係 出係 木曽川水系ﾀﾞﾑ統合管理　横山ﾀﾞﾑ管理支管理第四係 出係 －
庄内川河川 保全対策官（事務） 事課 庄内川河川 占用調整管理官 事課 －

庄内川河川 建設専門官（事務） 事課 新
豊橋河川 占用調整課 事課 豊橋河川 建設専門官（事務） 事課 －
中部技術　施工調査・技術活用課 機械調査係 事係 中部技術　技術活用・人材育成課 施工・機械調査係 事係 －
設楽ﾀﾞﾑ工事　調査課 専門官（技術） 事補 設楽ﾀﾞﾑ工事 専門調査官（技術） 事課 Ｕ
木曽川下流河川　管理課 専門職（技術） 事補 木曽川下流河川 建設専門官（技術） 事課 Ｕ
岐阜国道　経理課 専門職（事務） 事補 岐阜国道 占用調整管理官 事課 Ｕ
岐阜国道　管理第二課 専門官（技術） 事補 岐阜国道 専門調査官（技術） 事課 Ｕ
沼津河川国道　用地第二課 専門官（事務） 事補 沼津河川国道 専門調査官（事務） 事課 Ｕ
静岡国道　総務課 専門官（事務） 事補 静岡国道　 専門調査官（事務） 事課 Ｕ
中部技術　総務課 専門官（事務） 事補 中部技術 専門調査官（事務） 事課 Ｕ
中部技術　施工調査・技術活用課 専門職（技術） 事補 中部技術 建設専門官（技術） 事課 Ｕ
中部技術　 施工調査・技術活用課 事課 中部技術 技術活用・人材育成課 事課 －
中部技術　施工調査・技術活用課 技術活用係 事係 中部技術　技術活用・人材育成課 技術活用・人材育成係 事係 －
三重河川国道　道路管理第二課 専門官（技術） 事補 三重河川国道 建設専門官（技術） 事課 Ｕ
三重河川国道　道路管理第二課 専門職（技術） 事補 三重河川国道 専門調査官（技術） 事課 Ｕ
飯田国道　経理課 専門官（事務） 事補 廃

共通 事係

階層欄（局課：局課長級、局補：局補佐級、局係：局係長級、事長：事務所長、事課：事務所課長級、事補：事務所補佐級、事係：事務所係長級、出長：出張所長、出係：出張所係長）

区分欄（新：新設、廃：廃止、Ｕ：切上げ、Ｄ：切下げ）但し、組合が比較したもので組織査定上と異なる。

事
務
所
　
道
路

39（局課:1、局補:4、局係:2、事長:1、事課:4、事補:12、事係:7、出長:2
計

局

44（局課:2、局係:4、事長:1、事課:18、事係:11、出長:2、出係:6）

ＷＬＢの推進のための専門員４を設置

２０２１年度組織改正の概要

事
務
所
　
治
水

 区分

4(局課:1、局補:▲4、局係:2、事長:0、事課:14、事補:▲12、事係01、出長:0、出係:0)

設　　　　　置廃　　　　止
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昨
年
末
に
公
表
さ
れ
た
二
一
年

度
機
構
・
定
員
等
審
査
結
果
で

地
方
整
備
局
定
員
が
、
前
年
に

続
き
一
○
一
人
純
増
と
な
り
ま

し
た
。

こ
れ
は
、
我
々
が
生
公
連
署

名
等
で
長
年
に
わ
た
り
訴
え
て

き
た
取
り
組
み
が
理
解
さ
れ
、

実
現
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

２
年
続
け
て
の
純
増
で
す

が
、
連
年
の
定
員
削
減
に
よ
る

職
場
の
要
員
不
足
の
状
況
は
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
も
、
地
方
整
備
局
に
配

置
さ
れ
た
定
数
を
本
省
に
「
併

任
」
で
供
出
し
、
地
方
整
備
局

で
の
実
質
的
な
増
員
と
は
言
い

が
た
い
状
況
と
な
っ
て
お
り
、

全
国
で
一
○
○
人
の
純
増
で
あ

れ
ば
、
中
部
地
整
で
一
○
人
程

度
の
配
分
と
な
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
今
年
度
は
「
三
」
の
定

数
増
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
課

題
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
増
員
の
理
由
と
し
て
、

「
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
旧
・

復
興
や
災
害
発
生
時
に
お
け
る

T
E
C

-
F
O

R
C

E

の
自
治
体
へ

の
派
遣
に
加
え
、
地
域
の
防
災

・
減
災
、
国
土
強
靱
化
取
り
組

み
を
図
る
観
点
」
か
ら
地
方
整

備
局
の
執
行
体
制
を
強
化
し
た

と
し
て
い
ま
す
が
、
同
様
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
国
土
地
理

院
や
国
総
研
は
増
員
さ
れ
て
お

ら
ず
、
同
じ
国
土
交
通
省
に
働

く
仲
間
の
増
員
を
含
め
、
引
き

続
き
増
員
の
実
現
を
求
め
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。


